
古紙のリサイクルを徹底すべし

それぞれ分別し、紐で縛るなどして出してください！

かなし～！
貴重な資源が

燃やさっちんのがよ！
古紙は大切な資源だから

燃やさないで
くなんしょ！
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おきて

家庭から出る
燃やせるごみに含まれる
リサイクル可能な古紙の量

年間約2,000トン
１日あたり5.4トン
年間約2,000トン
１日あたり5.4トン

新聞紙

その他の古紙（雑誌・チラシ・雑がみ）

ダンボール 飲料用紙パック

紙パックマークの表示があるものが
対象です。

小さな紙でもリサイクル！
お菓子やメモ用紙、ラップやトイレットペー
パーの芯などの雑がみは、リサイクル可能な
資源です。紙袋に入れるか雑誌に挟んで「その
他の古紙」として出してください。

資源の有効活用を推進するために、「紙」を主要な素材として作成された容器包
装には、　  マークが表示されています。
本市は、「古紙」を「再生紙」へ再資源化しているため、　  マークが表示されてい
ても、アルミやプラスチックとの複合素材や防水加工されたものなど、紙への再
生に適さないものは回収していません。
なお、古紙を燃料などに再資源化している自治体では回収しており、各自治体に
よって分別方法が異なります。

注意 マークの有無は、古紙に出す判断基準にはなりません

味噌汁のカップなど、防水加工
された紙にも　 がついていま
すが、紙には再生できません。

リサイクルできる紙

リサイクルできない紙

お菓子・ティッシュ
などの空き箱

はがき、封筒 メモ用紙、折込チラシ、
パンフレット、コピー紙

紙袋、包装紙
トイレットペーパーの芯
ラップ・ホイルの芯

裏面が黒いチケット、
駐車券など

果物類のクッション材、
商品の緩衝材など

金・銀の紙（ガムの包み紙等）
アルミコーティングされた容器など

名刺サイズの紙

食品残さのついた紙
臭いのついた紙、防水加工された紙

印画紙（写真）
圧着はがき

点字印刷物
感熱紙（レシート）、カーボン紙

シール、粘着テープ

金属やビニールが付い
ている紙は、その部分
を取り外して古紙とし
て出してください。

紙以外の部分は取り除こう！

金具を
取り外す

ビニールを
取り除く

ちゃんと分別して、
リサイクルすっぺ！

シール、粘着テープシール、粘着テープシール、粘着テープシール、粘着テープシール、粘着テープシール、粘着テープ
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